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年
齢
引
き
下
げ
で
保
護
規
定
か
ら
除
外
に

４
月
１
日！か
ら
成
年
年
齢
が
１８
歳
に

成
年
年
齢
が
２０
歳
か
ら
１８
歳
に
引
き
下

げ
ら
れ
ま
す
。

民
法
改
正
に
よ
り
、

今
年

４
月
１
日
に
１８
歳
、

１９
歳
に
達
し
て
い
る

人
は
、

そ
の
日
か
ら
成
人
と
な
り
ま
す
。

す
で
に
公
職
選
挙
法
の
選
挙
権
年
齢
な
ど

は
・８
歳
と
な

っ
て
い
ま
す
か
ら
、

市
民
生

活
の
基
本
法
で
あ
る
民
法
も
こ
れ
に
な
ら
っ

た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

世
界
的
に
も

成
年
年
齢
は
１８
歳
が
主
流
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
生
活

へ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

成
年
年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
て
も
、

飲

酒
や
喫
煙
、

競
馬

・
競
輪
な
ど
の
公
営
競

技
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、

２０
歳
に
な
ら

な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
。

最
も
大
き
な
変

化
は
、

親
の
同
意
を
得
な
く
て
も
、
自
分

の
意
思
で
さ
ま
ざ
ま
な
契
約
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
は

２０
歳
未
満
の
未
成
年
者
が
契
約
を
行
う
場

合
、

親
の
同
意
が
必
要
と
な
り
、
こ
の
同

意
の
な
い
契
約
は
民
法
の
未
成
年
者
取
消

権
に
よ

っ
て
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
４
月
か
ら
は
１８
歳
、

・９
歳
の
人

へ
の
こ
う
し
た
保
護
は
な
く
な

り
ま
す
。

労
働
分
野
に
お
け
る
影
響
で
は
、

労
基

法
に
お
け
る
年
齢
区
分
が
変
わ
り
ま
す
。

現
在
、

２０
歳
未
満
の

「
未
成
年
」
、

１８
歳

未
満
の

「
年
少
者
」
、

そ
し
て
満
１５
歳
に

達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３．
日
ま
で

の

「児
童
」
の
３
区
分
で
、

そ
れ
ぞ
れ
成

年
と
は
異
な
る
保
護
規
定
が
置
か
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
が
４
月
１
日
以
降
は
未
成
年

と
は
・８
歳
未
満
の
者
を
指
す
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
２
区
分
に
変
わ
り
ま
す
。

．

労
基
法
は
未
成
年
者
保
護
の
た
め
に

「
親
権
者
若
し
く
は
後
見
人
又
は
行
政
官

庁
は
、

労
働
契
約
が
未
成
年
者
に
不
利
で

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

将
来

に
向
つ
て
こ
れ
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
（法
５８
条
２
項
）
と
す
る
保
護
規
定

を
置
い
て
い
ま
す
が
、
４
月
１
日
以
降
、

・８
歳
、

１９
歳
の
人
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、

‐８
歳
、

１９
歳
の
人
が
働
く
際
に
は
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
勤
務
先
を
き
ち
ん
と
見
極
め

る
必
要
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

な
お
、

社
会
保
険
関
係
で
は
成
年
年
齢

が
・８
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
も
、

国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
開
始
年
齢
は
引
き
続
き

２０
歳
が
維
持
さ
れ
、

１８
歳
か
ら
納
付
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。



公正な待遇に向けた実効性確保①

報
告
徴
収
ゴ
塑
舌
・
指
導

・

勧
告
、

公
表
で
履
行
確
保

権
腿
雇
に
絹
す
れ

パ
ー
ト
・
有
期
労
働
法
や
労
働
者
派
遣
　
一

法
に
は
、

非
正
規
労
働
者
の
公
正
な
待
遇

の
確
保
に
向
け
た
、

行
政
に
よ
る
履
行
確

保
措
置
と
紛
争
解
決
制
度
に
関
す
る
規
定

が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、

報
告
徴

収
や
助
言
・
指
導
・
勧
告
、

そ
し
て
公
表

と
い
っ
た
行
政
に
よ
る
履
行
確
保
措
置
の

ま
ず
、

パ
ー
ト
・
有
期
労
働
法
で
は
、

同
法
や
パ
ー
ト
・
有
型
雇
月
労
働
指
針
、

同
一
労
働
同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な

ど
に
定
め
ら
れ
て
い
る
措
置
に
つ
い
て
、

事
業
主
の
実
施
状
況
の
確
認
や
、

そ
の

措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
、

厚
生
労
働
大
臣

（都
道

府
県
労
働
局
長
）
は
事
業
主
に
対
し
、

報
告
徴
収
や
助
言
・
指
導
・
勧
告
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す

（法
１８
条
１
項
）。

さ
ら
に
、

①
労
働
条
件
の
明
示
義
務

（法
６
条
１
項
）
、

②
差
別
的
取
扱
い
の

禁
止

（法
９
条
）
、

③
職
務
の
遂
行
に

必
要
な
能
力
を
付
与
す
る
た
め
の
教
育

訓
練
の
実
施
義
務

（法
１１
条
１
項
）、

④
福
利
厚
生
施
設

（給
食
施
設
・
休
憩

室
・
更
衣
室
）
の
利
用
機
会
の
付
与
義

務

（法
１２
条
）、
⑤
通
常
の
労
働
者
へ

の
転
換
推
進
措
置
義
務

（法
１３
条
）、

⑥
待
通
に
関
す
る
説
明
義
務

（法
１４
条
）、

⑦
相
談
体
制
の
整
備
義
務

（法
１６
条
）、

な
ど
の
義
務
規
定
に
つ
い
て
、

事
業
主

が
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
、

公
表
の
対

象
と
な
り
ま
す
の
で
注
意
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す

（法
１８
条
２
項
）。

な
お
、

パ
ー
ト
・
有
期
労
働
法
８
条

の
均
衡
待
遇
に
関
す
る
規
定
は
、

通
常

の
労
働
者
と
の
待
遇
の
相
違
が
不
合
理

と
認
め
ら
れ
る
場
合
、

そ
の
待
遇
が
無

効
と
な
る
民
事
的
効
力
を
定
め
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、

待
遇
差
の
不
合
理
か

否
か
の
判
定
は
最
終
的
に
は
裁
判
所
の

判
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

明
ら

か
な
８
条
違
反
の
場
合
を
除
き
、

行
政

に
よ
る
助
言
・
指
導
・
勧
告
、

そ
し
て

公
表
の
対
象
に
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

労
働
者
派
遣
法
に
お
い
て
も
、

パ
ー

ト
・
有
期
労
働
法
と
同
様
、

行
政
に
よ

る
履
行
確
保
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

派
遣
労
働
者
の
派
遣
先
企
業
の
通

常
の
労
働
者
等
と
の
均
等
・
均
衡
待
遇

や
、

派
遣
先
企
業
の
通
常
の
労
働
者
の

待
遇
に
関
す
る
情
報
提
供
義
務
、

教
育

訓
練
・
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
派
遣
先

企
業
の
各
種
責
務
、

待
遇
に
関
す
る
説

明
義
務
な
ど
は
、

派
遣
会
社
お
よ
び
派

遣
先
企
業
に
対
す
る
、

行
政
に
よ
る
指

導
・
助
一一ミ

報
告
徴
収
の
対
象
と
な
っ

て
い
ま
す

（法
４８
条
１
項
）
。

ま
た
、

派
遣
先
企
業
に
お
い
て
、

①

派
遣
先
の
通
常
の
労
働
者
の
待
遇
に
関

す
る
情
報
提
供
義
務

（変
更
が
あ
っ
た

場
合
も
同
様
）
〔法
２６
条
７
項
・
坦
項
）、

②
業
務
遂
行
に
必
要
な
能
力
を
付
与
す

る
た
め
の
教
育
訓
練
に
関
す
る
措
置
義

務

（法
４０
条
２
項
）
、

③
福
利
厚
生
施

設

（給
食
施
設
・
休
憩
室
・
更
衣
室
）

の
利
用
機
会
の
付
与
義
務

（法
４０
条
３

項
）
等
の
違
反
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、

ま
た
は
指
導
・
助
言
を
受
け
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

な
お
違
反
の
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
は
、

行
政
に
よ
る
是
正
勧
告
や

公
表
の
対
象
に
な
り
ま
す

（法
４９
条
の

２
）。な

お
、

派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
関
す

る
各
規
定
に
違
反
し
て
い
る
派
遣
会
社

に
対
し
て
は
、

指
導

・
助
言
等
で
改
善

を
促
し
た
上
で
、

事
業
許
可
の
取
消
し

（法
１４
条
１
項
じ
、

事
業
停
止
命
令

（同

条
２
項
）、
改
善
命
令

（法
４９
条
１
項
）

等
の
行
政
処
分
が
下
さ
れ
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
ま
す
。

内
容
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。


